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東京の木多摩産材認証制度実施要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、多摩産材認証協議会（以下「協議会」という。）が、多摩産材認証協

議会規約第３条の（１）に規定する多摩産材認証制度の実施について、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（認証） 

第２条 多摩産材認証制度は、東京多摩地域で生育し、適正に管理された森林及び公的

に伐採する森林から生産された木材の産地証明を行うものである。 

 

（対象森林） 

第３条 第２条に規定する森林は、次のとおりとする。 

（１） 森林経営計画の認定を受けた森林 

（２） 東京都が実施する森林循環促進事業の対象森林 

（３） 東京都が実施する森林再生事業の対象森林 

（４） 市町村が実施する日照権等の対象森林 

（５） 公共事業等の対象森林 

（６） その他協議会が適切と認めた森林 

 

（認証材） 

第４条 認証材は、第３条の森林から生産された木材で、生産から販売までの全ての流通

過程で、多摩産材認証登録事業者（以下「登録事業者」という。）が扱う木材及び木材

製品をいう。名称は「東京の木多摩産材」とする。 

２  認証材とは、販売に際し第 25 条の（４）の②に規定する証明書類が添付された木材及

び木材製品をいう。 

 

（登録事業者） 

第５条 登録事業者は、「多摩産材認証登録事業者認定基準」（別紙１）に合致し、協議

会に登録事業者として認定された者をいう。 

２  登録事業者の行動指針は、「多摩産材認証制度理念」（別紙３）のとおりとする。 

 

（登録事業者の責務） 

第６条 登録事業者は、それぞれの立場で持続可能な林業経営が行われる環境づくりに努
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めなければならない。 

２  利用事業者及び消費者との間に生じた諸問題については、当事者間で解決を図らな

ければならない。 

３  第 26 条に基づき協議会が行う検証に協力しなければならない。 

 

（登録事業者の認定要件） 

第７条 登録事業者の認定を受けるには、第５条に定める登録事業者の要件ほか、次の各

項の要件を満たすものとする。 

（１） 既登録事業者（同一業種）の少なくとも一者の「推薦書」（別紙４） 

（２） 過去２年間の多摩産材（認証材含む）の取扱実績 

（３） 製材業者は分別管理の場所とその方法が定められていること。 

（４） 入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。 

（５） 関係書類を５年間保存すること。 

（６） 本取組の責任者が１名以上選任されていること。 

 

（登録事業者の範囲） 

第８条 登録事業者として認定される者は、森林所有者、素材生産業者、原木市場、製材

業者とする。 

２  前項の複数の業務を行う者は、業務毎の登録事業者の認定を受けなければならない。 

 

（登録事業者の認定申請） 

第９条 登録事業者の認定を受けようとする者は、申請書等に必要事項を記載し、協議会

に提出する。 

（１） 森林所有者                      （申請書  様式第１号） 

（２） 素材生産業者、原木市場、製材業者      （申請書  様式第１号） 

                                    （誓約書  様式第３号） 

（推薦書  別紙４） 

 

（登録事業者の認定） 

第 10 条 審査委員会は、審査の結果を協議会に報告し、協議会は、登録事業者として認

定する場合は、認定事業者台帳に記載するとともに、「多摩産材認証登録事業者認定

書」（様式第５号）により、申請者に通知する。 

２  登録事業者認定を受けた事業者は、「多摩産材認証制度に関わる認定料等の徴収

規程」（別紙 11）に基づき、速やかに認定料を納付する。 
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（登録事業者認定の有効期間） 

第 11 条 登録事業者認定の有効期間は１年間とする。なお、第 12 条に規定する認定の

抹消及び第 13 条に規定する認定の取消しがない限り、次年度以降も自動的に継続され

る。 

 

（登録事業者認定の抹消） 

第 12 条 登録事業者が認定を抹消したいときは、「多摩産材認証登録事業者抹消届出

書」（様式第７号）を協議会に提出する。 

２  協議会は、前項の届出があったときは、登録事業者の認定の抹消を行い、認定事業

者台帳から削除する。 

 

（登録事業者認定の取消し） 

第 13 条 協議会は、登録事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことが

出来る。 

（１） 認定申請書、確認書等の記載に虚偽があったとき。 

（２） 登録事業者が、第５条、第６条及び第７条の要件に適合しなくなったとき。 

（３） 認定料・認定更新料を納付しない場合 

（４） 登録事業者が、不適切な行為等を行った場合は改善のための必要な指導を行い、

改善することが出来ない場合は登録事業者の認定を取り消す。 

（５） 認定を取り消された事業者は、取り消し後１年間は再認定を受けることができない。 

２  協議会は、前項の規定に基づき登録事業者の認定を取り消すときは、「多摩産材認証

登録事業者取消通知書」（様式第９号）により登録事業者に通知する。 

 

（利用事業者） 

第 14 条 利用事業者は、「多摩産材認証利用事業者認定基準」（別紙２）に合致し、協議

会に利用事業者として認定された者をいう。 

２  利用事業者の行動指針は、「多摩産材認証制度理念」（別紙３）のとおりとする。 

 

（利用事業者の責務） 

第 15 条 利用事業者は、それぞれの立場で持続可能な林業経営が行われる環境づくりに

努めなければならない。 

２  登録事業者及び消費者との間に生じた諸問題については、当事者間で解決を図らな

ければならない。 

３  第 26 条に基づき協議会が行う検証に協力しなければならない。 
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（利用事業者の認定要件） 

第 16 条 利用事業者の認定を受けるには、第 14 条に定める利用事業者の要件他、次の

各項の要件を満たすものとする。 

（１） 申請者と直接若しくは間接的に多摩産材に係る取引実績若しくは取引予定のある

登録事業者（製材業者）の少なくとも一者からの「推薦書」（別紙５） 

（２） 多摩産材の入荷、商品等の製造、販売、在庫に関する情報が管理簿等により把

握できること。 

（３） 多摩産材を使用しない商品等と分別管理の場所と方法が定められていること。 

（４） 関係書類を５年間保存すること。 

（５） 本取組の責任者が１名以上選任されていること。 

（６） 日本国内に当該商品を製造する工場若しくは販売する店舗を有する者 

 

（利用事業者の範囲） 

第 17 条 利用事業者として認定される者は、多摩産材を使用した商品等（丸太等の素材

や製材品は除く。）を製造若しくは販売する事業者とする。 

（１） 木材加工事業者 

（２） 工務店等施工事業者 

（３） 木材の中間加工事業者 

（４） 木材製品の最終販売事業者 

（５） その他、木材を加工・製造若しくは販売等をする事業者 

２  前項商品等の製造若しくは販売する登録事業者は、利用事業者の認定を受けなけれ

ばならない。 

 

（利用事業者認定申請） 

第 18 条 利用事業者の認定を受けようとする者は、申請書等に必要事項を記載し、協議

会に提出する。 

（申請書  様式第２号） 

（誓約書  様式第４号） 

（推薦書  別紙４） 

 

（利用事業者の認定） 

第 19 条 審査委員会は、審査の結果を協議会に報告し、協議会は、利用事業者として認

定する場合は利用事業者台帳に記載するとともに、「多摩産材認証利用事業者認定書」

（様式第６号）により、申請者に通知する。 

２  利用事業者認定を受けた事業者は、「多摩産材認証制度に関わる認定料等の徴収
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規程」（別紙 11）に基づき、速やかに認定料を納付する。 

 

（利用事業者認定の有効期間） 

第 20 条 利用事業者認定の有効期間は１年間とする。なお、第 21 条に規定する利用事

業者認定の抹消及び第 22 条に規定する利用事業者認定の取消しがない限り、次年度

以降も自動的に継続される。 

 

（利用事業者認定の抹消） 

第 21 条 利用事業者が認定を抹消したいときは、「多摩産材認証利用事業者抹消届出

書」（様式第８号）を協議会に提出する。 

２  協議会は、前項の届出があったときは、利用事業者の認定の抹消を行い、認定事業

者台帳から削除する。 

 

（利用事業者認定の取消し） 

第 22 条 協議会は、利用事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことが

できる。 

（１） 認定申請書、確認書等の記載に虚偽があったとき。 

（２） 利用事業者が、第 14 条、第 15 条及び第 16 条の要件に適合しなくなったとき。 

（３） 認定料・更新料を納付しない場合 

（４） 利用事業者が、不適切な行為等を行った場合は改善のための必要な指導を行い、

改善することが出来ない場合は登録を取り消す。 

（５） 認定を取り消された事業者は、取り消し後１年間は再認定をすることができない。 

２  協議会は、前項の規定に基づき認定を取り消すときは、「多摩産材認証利用事業者取

消通知書」（様式第 10 号）により利用事業者に通知する。 

 

（審査委員会） 

第 23 条 協議会は、本実施要領に基づく事業者の認定等を審査するため、審査委員会を

設ける。 

 

（審査委員会の責務） 

第 24 条 審査委員会は、次の各項の審査を行う。 

（１） 事業者が登録若しくは利用の認定申請する際の審査及びその可否 

（２） 実施要領第３条の（６）「その他協議会が適切と認めた森林」の審査 

（３） 実施要領第 13 条「登録事業者認定の取消し」に関する審査及びその可否 

（４） 実施要領第 22 条「利用事業者認定の取消し」に関する審査及びその可否 
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（５） 実施要領第 26 条の検証 

（６） その他疑義のある場合の審査 

 

（多摩産材の認証管理） 

第 25 条 多摩産材の認証については、認定された各業種の登録事業者及び利用事業者

の責任において次により行う。 

（１） 森林所有者 

   ①  多摩産材を供給するときは、「多摩産材認証確認書」（様式第 11 号）により、協

議会の承認を受ける。 

また、協議会が承認する際に求められた場合は、関係書類を提出する。 

（２） 素材生産業者 

   ①  協議会の承認を受けた「多摩産材認証確認書」（様式第 11 号）を森林所有者

から受け取り、必要事項を記入し出荷先（登録事業者）に提出する。 

   ②  生産した素材の木口に協議会が定めた「刻印」（別紙４）を附す。 

   ③  刻印は、「多摩産材認証刻印貸与申請書」（様式第 12 号）により、あらかじめ協

議会から貸与を受ける。 

   ④  登録事業者の抹消を届け出たとき又は取消しを受けたときは、速やかに協議会

に刻印を返納する。 

（３） 原木市場 

   ①  荷主（登録事業者）から提出された「多摩産材認証確認書」（様式第 11 号）を受

領し必要事項を記入する。 

   ②  集荷した原木の伝票に多摩産材の事項を表示する。 

   ③  買い方（登録事業者）に原木市場が発行する出荷確認書を提出する。 

   ④  ①で受領した「多摩産材認証確認書」（様式第 11 号）は、協議会に提出する。 

⑤  多摩産材の取扱量を、少なくとも年１回協議会に報告する。 

また、協議会から取扱量について報告を求められた場合は、その都度提出する。 

（４） 製材業者 

   ①  原木市場（登録事業者）から多摩産材であることが表示された出荷確認書を受

領する。また、素材生産業者（登録事業者）から買い付けた場合は、「多摩産材認

証確認書」（様式第 11 号）を受領し必要事項を記入する。 

   ②  多摩産材を販売するときは、既存の出荷伝票に多摩産材証明印（「多摩産材証

明印規格」（別紙７））を押印するとともに、①で受領し必要事項を記入した原木市

場が発行する出荷確認書の写し又は多摩産材認証確認書の写しを添えて販売先

（大工・工務店等）に提出する。 

   ③  多摩産材証明印は、あらかじめ協議会から貸与を受ける。貸与は、第 10 条の規
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定による登録事業者の認定書の通知と併せて行うものとする。 

   ④  登録事業者の抹消を届け出たとき又は取消しを受けたときは、速やかに協議会

に多摩産材証明印を返納する。 

⑤  製材品を、多摩産材認証材として販売する場合は、協議会から購入東京の木多

摩産材の「認証シール（マーク）」（別紙 8-1）を商品に貼付する。また、認証シール

（マーク）の管理は適正に行う。 

なお、認証シールに付している「認証マーク」の使用については、「多摩産材認証

協議会「認証シール（マーク）」の使用について」（別紙 8-2）による。 

⑥  買い付けた多摩産材及び多摩産材認証材として販売する商品は場所を定めて

保管し、他の材又は製材品と混じることがないように管理する。保管場所を明示する

看板は、製材事業者が自作することを妨げるものではなく、また、協議会から貸与を

受けることもできる。ただし、貸与を受けた看板は前④を準用するものとし、また前④

に該当した場合には自作看板は撤去しなければならない。 

⑦  ①で受領し必要事項を記入した「出荷確認書」又は「多摩産材認証確認書」（様

式第 11 号）は、協議会に提出する。 

   ⑧  多摩産材の取扱量を、少なくとも年１回協議会へ報告する。 

また、協議会から取扱量について報告を求められた場合は、その都度提出する。 

（５） 利用事業者 

①  製材業者（登録事業者）もしくは利用事業者から多摩産材であることが表示され

た出荷確認書の写し、若しくは「多摩産材認証確認書」（様式第 11 号）の写しを受

領し、必要事項を記入する。 

②  多摩産材を使った商品を販売するときは、必要事項を記入した①に多摩産材証

明印（「多摩産材証明印規格」（別紙７））を押印するとともに写しを２部作成し、販

売先に提出するとともに保管をする。また、押印した①を協議会に提出する。 

③  多摩産材証明印は、あらかじめ協議会から貸与を受ける。貸与は、第 19 条の 

規定による利用事業者の認定書の通知と併せて行うものとする。 

④  利用事業者の抹消を届け出たとき又は取消しを受けたときは、速やかに協議会に

多摩産材証明印を返納する。 

⑤  多摩産材を使った商品を加工・製造するときは、「とうきょうの木」愛称マーク（別

紙９）を商品に印刷する。また、愛称マークの使用は、「『とうきょうの木』愛称マーク

使用規格」及び「『とうきょうの木』愛称マーク使用規則」に従い適正に行う。 

⑥  「『とうきょうの木』愛称マーク使用規則」に基づく「とうきょうの木」愛称マークの使

用承認を協議会からあらかじめ受けておく。 

⑦  多摩産材の製材品などの原材料及び多摩産材を使った商品は場所を定めて保

管し、他の原材料又は商品と混じることがないように管理する。保管場所を明示す
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る看板は、利用事業者が自作することを妨げるものではなく、また、協議会から貸与

を受けることもできる。ただし、貸与を受けた看板は前④を準用するものとし、また前

④に該当した場合には自作看板は撤去しなければならない。 

⑧  多摩産材の原材料などの調達量及び調達元、商品の製造量、販売量及び販売

先を、少なくとも年１回協議会に報告する。また、協議会から調達量等の報告を求

められた場合は、その都度、報告する。 

 

（検証） 

第 26 条 協議会は、この制度の適切な運用を確認するため、「多摩産材認証制度検証指」

（別紙 10）に基づき検査を行う。 

 

（認定料・手数料等） 

第 27 条 認証制度に関わる認定料、更新認定料及びシール販売手数料等は「多摩産材

認証制度に関わる認定料等の徴収規程」（別紙 11）による。 

 

 

附則 この要領は、平成 18 年２月 23 日から施行する。 

附則 この要領は、平成 20 年 12 月８日から施行する。 

附則 この要領は、平成 21 年８月７日から施行する。 

附則 この要領は、平成 24 年 12 月 21 日から施行する。 

附則 この要領は、平成 25 年７月 11 日から施行する。 

附則 この要領は、平成 29 年７月 13 日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年３月 15 日から施行する。 

附則 この要領は、令和 6 年 3 月 19 日から施行する。 

２  様式第 3 号（第 9 条第 1 項（２）関係）及び様式第 4 号（第 18 条関係）の「検査」 

を「検証」に改正する。 


